
家庭学習のすすめ  －なぜ、必要なの？－ 

 学校と家庭の双方で学力向上に取り組むことで、子供たちのさらなる伸びが期待できると考えま

す。ご家庭の協力を得ながら、家庭学習を習慣化し、「基礎学力の確実な定着」を目指していきた

いと考えております。ご支援、ご協力をお願いいたします。 
 

①学習内容の定着  

学校の授業で「わかった！」と思っても、別の問い方をされると答えられなかったり、時間が経

つと忘れてしまったりすることがあります。学習は、毎日繰り返し練習することにより定着します。    

学校で「わかった！」 → 反復練習で「できる！」という自信に変わります 
 

②学ぶ習慣をつける   

家庭学習を行うことで、毎日机に向かう習慣がつきます。それが子供にとって当たり前となり、

自分から進んで学ぶ習慣が身に付くことにつながります。少しずつでも、継続することで大きな力

になります。 
 

③がまん強さ・根気・集中力をつける   

家庭学習の最大の敵は、テレビやゲームなどの誘惑です。この誘惑に打ち勝つことは、がまん強

さや根気、集中力を養います。 
 

④家庭とのふれあい  

「音読を聞く」「丸付けをする」「がんばったことをほめる」など、家庭学習をしている子供た

ちにたくさん関わってください。家族と触れ合う機会は、子供たちの精神の安定につながります。

ぜひ、お子様のよいところを見つけてほめてください。 

 

 
 
 
 

 

 
 

※予定は変更になる場合もあります。予め、ご了承くださいますようお願いします。 

６  月  の  行  事  予  定 
１日（水）～２日（木）宿泊学習４・５年 

１日（水）スクールカウンセラー来校9:15～12:15 

７日（火）児童集会（飼育・園芸） 

９日（木）社会科見学４年 田植え５年 委員会 尿検査２次 

１４日（火）児童集会（体育・保健・給食） 

１５日（水）通常日課５時間 授業参観（低） 

１６日（木）通常日課５時間 授業参観（高） 

２１日（火）音楽朝会２年 

２２日（水）非行防止教室５年 薬物乱用防止教室６年 

      スクールカウンセラー来校１３:00～15:50 

２３日（木）クラブ 

２４日（金）朝除草、歯科指導６年 

２７日（月）通常日課５時間 

２８日（火）朝会 

３０日（木）あいさつ運動 委員会 

埼玉県では、教科書の発行に関する臨時措置法第５条に基づき、教科書展示会を毎年開催していま

す。開催日は令和４年６月１日（水）から１４日間となっていますが、会場により開催日時が異なり

ますので、下の埼玉県教育委員会のｗebページをご覧ください。「会場一覧」が掲載されています。

なお、小川町から一番近い展示会場は東松山市立松山第一小学校となります。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2214/902-2009128-94.html 

 

令和４年度における教科書展示会について 


